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５⽉８⽇以降の新型コロナウイルス感染症に関する対応について 

 
平素はリラクシングライフの運営にご理解とご協⼒を賜り感謝申し上げます。 
 
令和５年５⽉８⽇より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが 5 類感染症に変更されまし
たが、⾼齢者施設等においては重症化リスクを有する⾼齢者が多く⽣活しているため、引き続きの感染
対策や就業制限を考慮するようにされております。 
 

新型コロナウイルス感染症は発症２⽇前から発症後７〜１０⽇間はウイルスを排出していると⾔われ
ており、発症後３⽇間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が⾮常に多く、５⽇間経過後は⼤きく
減少することから、特に発症後５⽇間が他⼈に感染させるリスクが⾼いと⾔えます。 
そのため、発症後５⽇間および症状が軽快して２４時間程度が経過するまでは外出を控え様⼦を⾒る
ことが推奨されております。 
また、１０⽇間が経過するまではウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着⽤した
り、⾼齢者等ハイリスク者と接触は控える等周りの⽅へ移さないよう配慮する必要があります。 

 
従いまして、リラクシングライフでは各種情報や施設主治医との協議の上、下記の対応とさせて頂きま
す。 
なお、社会情勢等に応じて随時変更となる可能性があります。 
 

【マスク着⽤について】 
1. 利⽤者様においては館内でのマスク着⽤は個⼈の判断とさせて頂きます 
2. 利⽤者様においては通院等の外出時には⾞内も含め不織布マスクの着⽤をお願いさせて頂きま

す 
3. 家族様においては通院等の利⽤者様とともに外出する際には⾞内を含め不織布マスクの着⽤を

お願いさせて頂きます 
4. 家族様においては館内に⼊られる際には不織布マスクの着⽤をお願いさせて頂きます 
5. 職員においては施設内での不織布マスク着⽤を義務付けます 
6. 職員においては特に混雑した箇所や感染が⼤きく拡⼤している場合など、勤務外においても不

織布マスクの着⽤を強く推奨します 
7. ⼊館の必要がある外部関係者においては不織布マスクの着⽤を義務付けます 



 
【外出・⾯会について】 
1. 原則⼊館はお断りさせて頂きます 
※特変時・終末期および施設が必要性を認めた時は不織布マスク着⽤の上⼊館して頂けます 

2. ⾯会についてはフロアにて窓越しで実施させて頂きます 
3. 原則外出はお断りさせて頂きます 
※通院・法事および施設が必要性を認めた時は不織布マスクを利⽤者様・家族様に着⽤をお願 

いの上で外出して頂けます 
 
⾯会につきましては、6 回⽬のワクチン接種完了後に⼤型連休後の第 9波の影響等を勘案の上
で、⼊館しての直接の⾯会（マスク有り・アクリル板なし）等を検討しております 

 
 

【新型コロナウイルス感染時の対応】 
1. 利⽤者様においては施設主治医および関係各所指⽰の下、⼊院等の対応をさせて頂きます 
2. 職員においては従前「７⽇間または症状消失後１⽇間経過の⻑い⽅の⾃宅待機（出勤停⽌）」

としていましたが、「５⽇間または症状消失後１⽇間の経過の⻑い⽅の⾃宅待機（出勤停⽌）」
に対応を変更致します 
※インフルエンザに準ずる対応です 

3. 職員においては同居家族の感染時には従前「７⽇間の出勤停⽌、その後本⼈に症状がなければ
出勤」としていましたが、「５⽇間の出勤停⽌、その後本⼈に症状がなければ出勤」に対応を
変更致します 

 
【濃厚接触者の取り扱い】 
1. ５類感染症に移⾏することから、⼀般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特

定されることがなくなり、「濃厚接触者」として法律に基づく外出⾃粛は求められなくなりま
すが、⾼齢者施設従事者として適切な就業制限（⾃宅待機）を⾏います 
※ケース（家庭内隔離が⾏えるかなど）に応じて施設主治医と相談の上対応致します 

 
【コロナワクチンについて】 
1. 利⽤者様においては重症化リスクを有している⾼齢者であることから引き続き６回⽬以降のワ

クチンにおいても特別な事情がない場合接種をお願いさせて頂きます 
※⾃宅等に接種券が届きましたら施設まで持ち込みをお願い致します 

2. 家族様においては利⽤者様との定期的な通院などが想定される場合につきましては感染対策の
観点からワクチンの接種にご協⼒を頂けますと幸いです 

3. 職員においては重症化リスクを有している⾼齢者が多く⽣活している施設での従事者であるこ
とから引き続き６回⽬以降のワクチンにおいても特別な事情がない場合接種を⾏います 

 



引き続きご不便をおかけすることもございますが、リラクシングライフが重症化リスクを有している⾼
齢者が多く⽣活している施設であるということをご理解の上、ご協⼒のほど何卒宜しくお願い申し上げ
ます。 
 
 
 
［対応における根拠資料］ 
・ https://corona.go.jp/news/news_20230414_01.html （新型コロナウイルス感染症対策/内閣官房・

感染症法上の位置づけ変更後の療養について） 
・ https://gcs-relaxinglife.jp/news/635/ （リラクシングライフ web ページ・判断経緯） 


